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資料６７ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 
 

件

名 

次期全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO－NET）の導入に伴う電算開発及び外部

結合について 

 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【諮問】 

◇第16条第1項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 

◇第17条第１項第4号（外部電子計算機との結合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（担当部課：地域文化部 産業振興課 消費生活センター） 
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事業の概要 

事業名 消費生活に係る相談及び苦情処理 

担当課 地域文化部産業振興課消費生活センター 

目 的 国等における国民生活の様々な問題の情報収集・活用を図るため 

対象者 消費生活センターへの相談・苦情を寄せられた消費者 

事業内容 ※ 消費生活センターには、年間３～５千件もの相談・苦情が寄せられる。悪徳

商法によるものから、日常生活の悩みに至るまで内容は多岐にわたる。 

今般、国は全国の消費生活センターからの情報をより早く集約するために全国

消費生活情報ネットワークシステムの構築を図り、数日で情報が伝達されるシス

テムとする予定である。これは、現在バッチにより約１～２か月も要しているた

めである。システムは独立行政法人国民生活センターの統一システムとし、必要

なパソコン等を各消費生活センターに無償貸与する。 

回線は従来から用いている専用回線をそのまま用いる。また、記録項目には個人

情報が含まれ、これについては消費生活センターのパソコンに記録するものと

し、外部からのアクセスはできないシステムとする。それ以外の項目については

データセンターに送付する。 
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第16条第1項本文関係）・・・諮問事項 

 

件名  次期全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）導入に

伴う電算開発について 

 

保有課（担当課）  地域文化部産業振興課 

登録業務の名称 全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ） 

記録される情報項

目（だれの、どの

ような項目が、ど

このコンピュータ

に記録されるの

か） 

１ 個人の範囲 

消費生活相談者及び相談内容に係る契約当事者、被害者 

 

２ 記録項目 

別紙のとおり（項目名の欄に列挙されている項目） 

 

 

 

３ 記録するコンピュータ 

  消費生活センターに設置するパーソナルコンピュータ 

 

 

 

新規開発・追加・

変更の理由 

全国の消費生活センターからの情報をより早く集約するために全国消費生活情報ネ

ットワークシステムの構築を図る。 

新規開発・追加・

変更の内容 

 システムは独立行政法人国民生活センターの統一システムとし、各消費生活セン

ターに国から無償貸与されたパソコン等を使用する。 

開発等を委託する

場合における個人

情報保護対策 

 

新規開発・追加・ 

変更の時期 
 平成２２年３月下旬 以降継続 
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別紙（電子計算機の外部結合関係） 

◇１．外部との結合（第17条第1項第4号関係）・・・諮問事項 

 

件名  次期全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）導入に

伴う外部結合について 

 

保有課（担当課） 地域文化部産業振興課 

登録業務の名称 全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ） 

結合される情報項目（だ

れの、どのような項目か）

 

１ 個人の範囲 

  消費生活相談者及び相談内容に係る契約当事者、被害者 

 

２ 記録項目 

  別紙のとおり（項目名の欄に列挙されている項目のうち、非伝送項目を

除いた項目） 

結合の相手方 独立行政法人国民生活センター 

結合する理由 
国民生活センターのサーバーと、区に配布された専用パソコンとを結合して、

国等で速やかにデータの蓄積・活用を行うオンラインシステムとするため。

結合の形態 
新たに専用のパソコンを国が配置し、既存の専用ＶＰＮ回線を使用し送受信

する。 

結合の開始時期と期間 平成２２年３月下旬 以降継続 

情報保護対策 

「新宿区個人情報保護条例」、「新宿区情報セキュリティ規則・対策基準」

を遵守し、以下の措置を講ずる。 

１ 送受信するデータは暗号化する。 

２ システムについては、不正アクセスを防ぐファイアウォールを設ける。

  また、ウイルス対策ソフトを導入し、システム及びデータの保護を図る。

３ システムの利用は、該当事務を行う職員を限定するとともに、システム

の起動については、パスワードでの確認措置をとり、担当者以外の者に

よる操作はできないものとする。 

４ システムを操作する職員には、個人情報保護及び管理を十分確認するよ

う研修・指導を実施する。 

５ 伝送化に使用するパソコンは、インターネットや庁内ランシステムとの

結合は行わない。  

６ 共有端末に記録する個人情報は暗号化する。 

７ 個人情報は他の機関からのアクセスをできない仕組みとする。 

・データセンターで行う措置 

１ ユーザーＩＤ、パスワードによる利用者チェックを行う。 

２ ファイアウォールによる部外者侵入の阻止を図る。 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 


